
 

○匝瑳市介護保険条例（抜粋） 

平成１８年１月２３日 

条例第９５号 

 

（運営協議会の設置） 

第１１条 法第１１７条の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する

事項その他高齢者の保健福祉に関する重要事項を調査審議するため、匝瑳市介

護保険運営協議会（以下「運営協議会」という。）を設置する。 

２ 運営協議会は、必要があるときは、介護保険事業の運営又は高齢者の保健福

祉に関して意見を述べることができる。 

（運営協議会の組織） 

第１２条 運営協議会は、委員１６人をもって組織する。 

（運営協議会の委員） 

第１３条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 介護保険被保険者 

(2) 介護認定審査会委員 

(3) 介護保険施設事業者 

(4) 居宅介護サービス事業者 

(5) 居宅介護支援事業者 

(6) 保健、医療又は福祉に関する学識経験者 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充された

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。 

５ 第２項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により、市長が委嘱した委員

の任期は、当該特定の地位又は職にある期間とする。 

（会長等） 

第１４条 運営協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 



 

２ 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名す

る委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第１５条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 

（庶務） 

第１６条 運営協議会の庶務は、高齢者支援課において処理する。 

 


